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トッピー 

2022 年  NO.44 

発行：戸田市社会福祉協議会 

（戸田市ボランティアセンター） 

〒335－0022 戸田市大字上戸田 5番地の 6 

電話 048－442－0309 

FAX 048－442－3996 

開設時間 月曜日～金曜日 8:30～17:15 

（土日祝日を除く） 

ＵＲＬ  http://www.todashakyo.or.jp/ 

担 当  鳴海 

【ボランティア相談】 

ボランティア相談はいつでも行っておりま

す。「こんなボランティアをやりたい」、

「市内にどんなボランティアグループがあ

るんだろう…」こんな疑問をもったらぜひ

ご連絡ください。日時の予約の上、対応さ

せていただきます。 

 

令和４年度ボランティア活動保険の改定のお知らせ 

令和４年度のボランティア活動保険は、従来のプランに新たに「特定感染症重点プラン」が追

加され、３つのプランとなりました。新規加入の場合、従来のプランでは補償開始日から１０日

以内に発病した特定感染症に対しては補償の対象になりませんでしたが、特定感染症重点プラン

では補償開始日から補償の対象となります。 

※本会に登録いただき、ボランティア活動保険の補助を受けている方は、基本プランでの加入と

させていただいておりますが、４月１日付で前年度から継続して契約された場合は初日から特定

感染症について補償されます。 

基本プラン 天災・地震補償プラン 【新設】特定感染症重点プラン

死亡保険金

後遺障害保険金

入院保険金日額

手術保険金【入院中】

手術保険金【外来】

通院保険金日額

特定感染症 初日から補償

地震・噴火・津波による死傷 × 〇 〇

賠償の補償 賠償責任保険金(対人・対物共通）

350円 500円 550円

5億円（限度額）

　（＊）4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償となります。

ケガの補償

年間保険料

1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

65,000円

4,000円

32,500円

補償開始日から10日以内は補償対象外（＊）

特定感染症とは…「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感

染症または新型コロナウイルス感染症を言います。 

 

http://www.todashakyo.or.jp/
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トピトピの 

配布場所 

上戸田地域交流センター、東部福祉センター、西部福祉セ
ンター、新曽福祉センター、心身障害者福祉センター、戸
田公園駅前行政センター、郷土博物館、図書館本館、文化
会館、児童センター(プリムローズ・こどもの国)、笹目コ
ミュニティーセンター、水と緑の公社、健康福祉の杜、ろ
うけん、福祉保健センター、国際交流協会、ボランティア・
市民活動支援センター、新曽南多世代交流館、新曽地域包
括支援センター 
 

 

 

 

本助成事業は、高齢者を主な対象として活動するボランティアグループ及び地域共生社会の実

現に繋がる活動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、利他性を有する活動に

て継続的に使用する用具・機器類の取得資金を助成します。 

※法人格を有する団体及びその内部機関、老人クラブ及びその内部機関、自治会・町内会及びそ

の内部機関、他の組織に所属する人（自治会長・民生委員など）を本人の意思にかかわらず自動

的にメンバーとする団体は対象外となります。 

 

【必要要件】 

 ①グループメンバー １０人～５０人程度。 

②グループ結成以来の活動期間 満２年以上（令和４年３月末時点）。 

 ③本助成を過去３年以内（令和元年度以降）に受けていないこと。 

④グループの組織・運営に関する規約（会則）、年度毎の活動報告書類および会計報告書類が整 

備され、規約（会則）に定めるグループ名義の金融機関口座を保有していること。 

【助成金額及びグループ数】 

１グループにつき、１０万円を上限に、希望内容を踏まえ、選考委員会にて用具・機器の品目

及び助成金額を決定します。助成は、計１１０グループ程度を予定しています。 

【申込期限】 

所定の申請書に必要事項を記入の上、都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議会の推

薦を受け、直接みずほ教育福祉財団へ令和４年５月２０日（金）必着で、書類を提出してくだ

さい。 

【応募要領・申請書】 

応募要領・申請書は財団のホームページ（http://www.mizuho-ewf.or.jp）から、PDF 形式

でダウンロードできます。 

【問合せ先】 

 公益財団法人みずほ教育福祉財団 福祉事業部 

 メール：fjp36105@nifty.com  

電話：０３－５２８８－５９０３ FAX：０３－５２８８－３１３２） 

問い合わせは、できるだけメールをご利用ください。電話や FAX による場合は、ご回答が遅く

なる場合があります。 

【推薦の依頼について】戸田市社会福祉協議会（担当：鳴海） ☎４４２－０３０９ 

公益財団法人みずほ教育福祉財団 

第３9 回 老後を豊かにするボランティア活動資金助成 

http://www.mizuho-ewf.or.jp/
mailto:fjp36105@nifty.com

